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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年１月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年１２月２５日 １７時３２分ごろ 

発生場所 新潟県村上市寝屋漁港 

寝屋港北防波堤灯台から真方位２１８°４０ｍ付近 

 （概位 北緯３８°２９.２′ 東経１３９°３０.５′） 

事故の概要  漁船宝
ほう

重
じゅう

丸は、入航中、消波ブロックに乗り揚げ、その後、転覆

した。 

宝重丸は、船長が溺死し、船底外板の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過 令和２年１月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 宝重丸、１０トン 

ＮＧ２－１６３４（漁船登録番号）、個人所有 

１４.１０ｍ（Lr）×３.２８ｍ×１.４６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２３kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５２年

５月１日 

第２２０－１７１３２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６１年２月３日 

免許証交付日 平成２７年８月３１日 

        （令和３年２月２日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船底外板に擦過傷、航海計器に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 下げ潮の初期、潮高 約２４cm（鼠

ケ関）、水温 約１２℃ 

日没時刻：１６時２７分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、令和元年１２月２４日２３時

００分ごろ、沖合底引き網漁の操業を行う目的で、寝屋漁港を出港

し、２５日００時３０分ごろに新潟県粟島浦村粟島北西方沖の漁場に
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到着して操業を開始した後、１５時００分ごろ操業を終了して帰航を

開始した。 

船長は、操舵室内で操船を行い、甲板員は、漁獲物の選別及び箱詰

め作業を行った後、操舵室後方の区画に設けられた船室で休息した。 

甲板員は、本船の機関音が変わったのを認め、船長から、本船の寝

屋漁港への着岸予定時刻が１７時３５分ごろである旨を事前に聞いて

いたので、間もなく入航するものと思い、時刻が１７時３１分である

ことを携帯電話で確認し、船首部での着岸準備作業を始めようと船室

の右舷側扉から甲板上に出た。 

本船は、寝屋漁港に入航中、甲板員が、操舵室外の右舷側通路を船

首部に向かって歩き始めたところ、再度機関音が変わったのを認めた

後、船底から衝撃を受けて船体が右舷側に傾斜し始めたので、転覆す

る危険を感じ、甲板上構造物に上がって左舷側に移動しようとしたも

のの、１７時３２分ごろ、右舷側に大傾斜して転覆した。 

甲板員は、落水した後、船底に這
は

い上がり周囲を確認したが、船長

の姿が見当たらず、転覆した本船内に取り残されていると思い、本船

内から脱出するのを待っていたものの、船長の姿を依然として確認す

ることができなかった。 

甲板員は、寝屋漁港から出港する船舶を視認し、同船に向かって手

を振って大声で叫んだものの、気付いてもらえなかったので、付近の

岸壁まで泳いで上陸した後、同漁港内の魚市場にいた人に本事故の発

生を伝えた。 

船長は、僚船により寝屋漁港内の岸壁までえい
．．

航された本船内にお

いて、１９時０４分ごろ、捜索を行っていた消防の潜水士により発見

され、救急車で村上市内の病院に搬送されたものの、死亡が確認さ

れ、死因は溺水と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 本船の左舷

船首船底外板の損傷状況、写真３ 本船の右舷船首船底外板の損傷

状況 参照） 

 その他の事項 本船は、出航時の喫水が船首約０.５ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

本船は、ふだん、寝屋漁港に入航する際、沖防波堤の南側を東進し

た後、第２西防波堤の北側及び第１北防波堤の南側をそれぞれ東進す

る進路で航行していた。 

甲板員は、本船の船底から衝撃を受けた際、機関系のトラブル若し

くはプロペラに漂流物を巻き込んだことによるものと思っており、転

覆した理由が分からなかったが、本事故後、海上保安庁の実況見分に

より、第１北防波堤の南側に据え付けられた消波ブロックに本船の船

底塗料が付着していたことが判明したので、本船が消波ブロックに乗

り揚げた後、転覆したことを知った。 

甲板員は、船長が第１北防波堤の南側に消波ブロックが据え付けら
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れていること、及びふだんから航行する際に同ブロックに対して注意

を払っていたことを知っていた。 

甲板員は、本事故後、主機のクラッチレバーが後進の位置に入った

状態であったのを確認した。 

本船には、レーダー及びＧＰＳプロッターが装備されていた。 

船長及び甲板員は、本事故当時、防寒着の上衣にカッパズボン及び

ゴム長靴をそれぞれ着用していたが、共に救命胴衣を着用していなか

った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、操業を終えて寝屋漁港に入航中、船長が、第１北防波堤の

南側に据え付けられた消波ブロックに接近する進路で航行を続けたこ

とから、左舷船底部が同ブロックに乗り揚げ、その後、右舷側に大傾

斜して転覆したものと推定されるが、船長が本事故で死亡したことか

ら、同ブロックに接近する進路で航行を続けた理由を明らかにするこ

とはできなかった。 

船長は、本事故発生前、主機のクラッチレバーを後進に操作したも

のの、消波ブロックに接近していることに気付くのが遅れ、本船が消

波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 

船長の死因は、溺水であった。 

船長は、本船が転覆した際、本船から脱出することができずに溺死

したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、操業を終えて寝屋漁港に入航中、船長

が、第１北防波堤の南側に据え付けられた消波ブロックに接近する進

路で航行を続けたため、左舷船底部が同ブロックに乗り揚げ、その

後、右舷側に大傾斜して転覆したものと推定される。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間、港内に据え付けられた消波ブロック等の障害物の付近を航

行する際は、目視、レーダー及びＧＰＳプロッターを活用して障

害物からの離隔距離を十分にとること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本水路協会発行の航海用電子参考図（new pec）使用 
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写真１ 本船 

写真２ 本船の左舷船首船底外板の損傷状況 

写真３ 本船の右舷船首船底外板の損傷状況 

擦過傷 

擦過傷 


